
「定例見積り合わせ」

見積書の『電子提出』

操作マニュアル
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「定例見積り合わせ」の見積書の電子提出：事前準備

・例として、下記の見積案件の見積書を『電子提出』する場合の操作方法を説明します。
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「定例見積り合わせ」見積書の電子提出 ： ホームページ掲載の見積案件確認

・熊本市上下水道局ホームページの「事業者さまへ」⇒「定例見積情報」のページを開き、
見積書を提出する案件の「電子提出」をクリックしてください。

「電子提出」をクリック
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クリック



「定例見積り合わせ」見積書の電子提出 ： 入力フォーム画面の表示

・「入力フォーム」画面が表示されます。「申請へ進む」をクリックしてください。

「電子提出」をクリック
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クリック

クリック



入力フォーム・メール認証 ： メールアドレスの入力

■「入力フォーム・メール認証」画面が表示されるので、上下水道局からご連絡する際のメールアドレスを入力し、

「送信」ボタンをクリックしてください。
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クリック

○○○○@○○○.○○○.jp



入力フォーム・メール認証 ： 「入力フォーム」ＵＲＬへのアクセス

■「入力フォーム・メール認証」画面に、「認証メール送信完了」と表示されます。
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■入力したメールアドレス宛に、「入力フォーム」へアクセスするURLが記載されたメールが届くので、

URLをクリックしてください。

「入力フォーム」へのURLをクリック

クリック

○○○○○○○○



入力フォーム： 「定例見積合わせ」への参加資格の確認

■「熊本市」または「熊本市上下水道局」の『物品関係競争入札（見積）参加資格者名簿』に登録されている
事業者であるかの確認を行う画面が表示されます。

■「上記内容に相違ありません。」を選択し、「次の画面へ進む」ボタンをクリックしてください。
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クリック



入力フォーム： 会社情報の入力

・見積書を提出する「会社情報」を入力してください。

※「必須」と記載のある箇所は、必ず入力する必要があります。
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入力フォーム ： 会社情報の入力 ※法人番号を使用した入力支援

■法人番号（13桁の数字）を入力し「法人情報入力」ボタンをクリックすると、

「会社名」、「会社所在地」が自動的に入力されます。
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法人番号を入力し「法人情報入力」ボタンを
クリックすると、この部分の情報が自動的に
入力されます。

クリック



入力フォーム ： 電子提出用「登録番号」の入力

■事前の利用申請時に発行された電子提出用｢登録番号｣を入力し、｢次の画面へ進む｣ボタンをクリックしてください。
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クリック

○○○○○○○○○○○



入力フォーム ： 電子提出用「登録番号」のチェック

■｢会社名称｣ と、事前の利用申請時に発行された電子提出用｢登録番号｣ が一致しない場合、

エラーメッセージが表示されます。入力内容を、再度、確認してください。

「会社名称」は全て全角文字で入力していただき、(株)や(有)などの略称は使用しないでください。

また、支店や営業所で業者登録されている場合は、支店、営業所名の入力も必要です。
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入力フォーム ： 見積書内容の入力 【 納入期限、 納入場所 】

■「見積書内容」の画面が表示されます。

■「納入期限」と「納入場所」は最初から入力されているので、基本的に変更不要です。
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入力フォーム：見積内容の入力【 数量、単位、単価、金額 】

■「品名・規格」が表示されていますので、「数量」、「単位」、「単価」、「金額」を入力してください。
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100

100

個

個

4000

5000

400000

500000



入力フォーム ： 見積内容のチェック 【 数量、金額等のチェック 】

■「数量」×「単価」＝「金額」となっていない場合、エラーメッセージが表示されます。

エラーメッセージが表示された場合は、誤っている部分の数値を修正してください。

14



入力フォーム ： 見積合計金額【税抜】の表示

■全ての物品が、｢数量｣×｢単価｣＝｢金額｣となっている場合、｢合計金額(円)【税抜】｣が

自動計算されて表示されますので、見積合計金額に誤りがないかを確認してください。
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入力フォーム ： 見積書内容の確認 【 数量、単位、単価、金額、見積合計額 】

■入力済の「見積書内容」 を確認し、誤りがなければ『上記の入力内容で、見積書を提出します。』

にチェックをつけ、「確認画面へ進む」ボタンをクリックしてください。
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クリック



入力フォーム ： 入力内容の最終確認

■「入力内容確認」画面が表示されます。

入力した『会社情報』・『見積書内容』に誤りがないか、最終確認を行ってください。
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入力フォーム：入力内容【 会社情報・見積書内容 】の送信

■『会社情報』・『見積書内容』の最終確認が完了したら、「送信」ボタンをクリックしてください。
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クリック

データ送信後の内容修正は、
できませんので、
「送信」前の確認を十分に
行ってください！



入力フォーム：入力内容の送信完了

■送信が完了すると、「送信完了」画面が表示されます。
それと同時に、最初に入力したメールアドレス宛に「送信完了」メールが送信されます。
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○○○○○○ ○○○○○○○

○○○○○○○

○○○○○○

○○○○○○○

入力内容を印刷する
ことができます。



見積書「電子提出」の完了
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以上で、「定例見積り合わせ」

見積書の『電子提出』は完了です！

• 事業者様側のシステムトラブルを理由とした提出期限
の延長はいたしません。

• 提出期限内に、「送信」完了操作を行う必要があります。
※入力作業中に提出期限を超過した場合は、「送信」が
できません。



見積書の『電子提出』後に

辞退する場合

（※再提出はできません！）
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見積書提出後の辞退：「申請状況照会」フォームへのアクセス

■「送信完了」メールの中の「申請状況照会」フォームへアクセスするＵＲＬをクリックしてください。
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○○○○○○ ○○○○○○○○

○○○○○○

○○○○○○○

クリック



「申請状況照会」フォーム ： パスワードの入力

■「申請状況照会フォーム」画面が表示されます。「パスワード」欄に、｢送信完了｣メールに記載されている
パスワードを入力し、「照会」ボタンをクリックしてください。
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○○○○○○ ○○○○○○○

○○○○○○

○○○○○○○

○○○○○○○○

○○○○○○○○

○○○○○○○○

パスワード

クリック



「申請状況照会」フォーム ： パスワードの入力

■「申請状況」画面の下段に表示されている「申請を取り消す」ボタンをクリックしてください。
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○○○○○○○○

クリック



「申請状況照会」フォーム ： 辞退（申請取り消し）の最終確認

■申請内容の取り消しを確認するメッセージ画面が表示されるため、「ＯＫ」ボタンをクリックしてください。
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○○○○○○

クリック



「申請状況照会」フォーム ： 辞退（申請取り消し）の完了

■「申請を取り消しました。」というメッセージが表示されます。
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辞退（申請取り消し）の完了後、システム上では再提出ができますが、

再提出された見積書は「無効」とします。
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